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   ２０２３年４月１日より、多様な地域づくりを支える場として「千田交流館」に名称変更され１年が経ちました。 

昨年度はコロナが５類に変更され、様々な事業が例年通りの規模に戻り、夏祭り、文化祭、敬老会などの 

事業を開催することができました。多くの皆様のご協力とご支援に感謝いたします。 

２０２４年度も「住みつづけたい・帰って来たいまち、住んでよかったといえるまち」づくりの拠点となれるよう

各種団体と連携し、地域の皆様と共に歩んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

千田交流館 職員一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年（令和 6年） 4月 1日 

発 行 : 千 田 交 流 館 

福山市千田町三丁目１９－１２ 

℡ ９５５－００２３ 

 

 交流館だより 
senda-krk@city.fukuyama.hiroshima.jp 

Ｗｅｂ版の 
千田交流館
だよりは 
こちらから 
どうぞ！ 

 

交流館の利用についてのお願い 

◎開館時間… ８：３０～２２：0０ 

※使用時間を守りましょう 

◎休館日… 12月 29日から翌年 1月 3日 

◎受付時間（休日は除く） 

月～金曜日   ８：３０～17：0０ 

     土曜日   ８：３０～12：15 

◎このような場合は使用できません。 

 ・もっぱら営利を目的とする場合 

 ・個人での利用 

 ・その他，市長が不適当と認める場合 

 

交流館を使用する団体はあらかじめ申請書を提出し、 

許可を受ける必要があります。 

※初めて利用される団体は事前に団体登録が必要です。 

◎申請受付期間… 使用予定日の 3か月前に当たる日から、

使用予定日の前日までです。（福山市交流館条例施行規則

第２条第 2項） 

（3か月前に当たる日が休日の場合は翌開庁日） 

※館の事業や地域行事のため、使用できない場合 

があります。空き状況は使用を希望される施設に 

直接電話でご確認ください。 

※使用申請書は窓口で記入ください。 

 

 

 

 

 

 

◎このような場合は利用できません 

・もっぱら営利を目的とする場合   

・その他，市長が不適当と認める場合 

 

・受付時間外に使用される場合は，必ず事前に鍵を取 

りに来てください。 

・使用時間は，準備，練習，後片付けなどに要する時間 

 を含みます。 

☆交流館を使用の際は必ず次の事項を守ってください 

・受付時間外に使用される場合は、必ず事前に鍵の受け渡しについて確認してください。 

・使用後は使用会場を元の位置に戻してください。 

・使用後は使用会場を清掃し、ごみは必ずお持ち帰りください。また、使用管理責任者は、 

戸締りと火気の確認をしてください。 

・使用中に建物・付属設備・備え付けの器具等を破損したときは、直ちに届け出てください。 

・持ち込み器具の使用は事前に相談してください。 

・近隣の方に迷惑ですので道路への違法駐車は絶対にしないでください。 

・ごみやたばこのポイ捨てなど、近隣に迷惑をかけるような行為はしないでください。 

特に夜間の使用の際には、駐車場での談笑はしないでください。 

・その他、職員の指示する事項を守ってください。 

ご理解とご協力をお願いします。 

これらのことが 
守られない場合、 
使用をお断りする 
ことがあります 

敷地内禁煙です！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

税 目 

納期限  
市・県民税 

（普通徴収） 
固定資産税・ 

都市計画税 
軽自動車税 

種別割 

国民健康 

保険税 

4月 30日（火）    １期   

5月 31日（金）    全期  

7月 1日（月）  １期    

7月 31日（水）   ２期   １期 

9月 2日（月）  ２期    2期  

9月 30日（月）   ３期   ３期 

１０月３１（木）  ３期    ４期 

１２月 ２日(月) 
 

   ５期 

１２月２５日(水)  ４期   ６期 

２０２５年(令和７年) 

１月３１日(金)  ４期    7期 

２月２８日(金)  
 

  8期 

 

 

 

 

伝統をつなごう                             千田学区まちづくり推進事業

1925年頃から踊り継がれた「千塚おどり」

を守っていこうと活動しています。

一人でも多くの方に参加していただき盛り

あげていきたいです。多くの皆さんのご参

加をお待ちしています。 

※初心者歓迎！年齢性別不問です。 

 

 

日 時：毎月 第３月曜日  

19:30～21：00 

☆初回  ４月１５日 

場 所：千田交流館 大会議室 

 

◆運動普及推進員 
日 程：7月～来年 2月（月 1回程度） 

対象者：20歳～おおむね 74歳の市民 

場 所：福山すこやかセンターなど 

◆食生活改善推進員 
日 程：6月～来年 3月（月 1回程度） 

対象者：20歳～おおむね 74歳の市民 

場 所：福山すこやかセンターなど 

※ともに、受講後、推進員として、 

基本はお住いの小学校区で 

ボランティア活動ができる人 

問い合わせ・申込み先： 

福山市健康推進課 TEL 084-928-3421 

ご本人が直接お申し込みください。 

申込み期間：4月 1日（月）～5月 10 日（金） 

202４年度（令和６年度）受講生募集！ 

交流館だより２０９号の千塚おどり保存会、ヨーガ中級サークルの募集記載に間違いがありました。
正しくは次のとおりです。訂正しお詫びいたします。 

 

ヨーガのポーズや呼吸法で、心身の不調を

改善していきましょう。 

※新規募集はヨーガ経験者に限ります。 
 

活動予定日時：毎週水曜 

10:00～11：30 

☆初回  5月8日 

年会費：3000円 

持ち物：ヨガマット・タオル・飲み物 

 

サークル募集の受付期間は 
4月 2日（火）～4月 13日(土)12：１５まで 

２０２４年度（令和 6年度）市税 納期限一覧表 

市税の納付は便利で確実な口座振替で！ 

★口座振替は、取り扱い金融機関や市役所の窓口などで申し込むことができます。 

★バーコード付きの納付書はコンビニエンスストア・スマホ決済アプリでも使用できます。 

★市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割はキャッシュレス納付（クレジット 

カード納付等）が出来ます                         福山市納税課・保健年金課 

     

まちづくり みんなの税で ささえあい 

訂正と 
お詫び 

 


